
 

 

【
史
料
紹
介
②
】 

天
保
期
に
お
け
る
対
馬
藩
の
旅
役 

―

「
府
内
・
田
舎
・
旅
役
之
所
々
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
の
紹
介―

 

丸
山 

大
輝 

 

創
刊
号1

と
二
号2

に
引
き
続
き
「
府
内
・
田
舎
・
旅
役
之
所
々
御
役
名
幷
諸
役

所
名
前
帳
」（
以
下
、「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
と
す
る
）
を
紹
介
す
る
。
本

稿
で
は
「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
の
内
容
の
う
ち
、
旅
役
の
部
分
を
解
説
・

翻
刻
す
る
。
旅
役
と
は
、
対
馬
府
中
以
外
に
所
在
す
る
藩
の
出
先
機
関
に
勤
め
る

役
職
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
最
初
に
対
馬
藩
の
出
先
機
関
を
対
馬
島
外
と

島
内
に
分
け
て
概
説
し
、
最
後
に
史
料
の
翻
刻
文
を
掲
載
す
る
。 

 

一
、
島
外
出
先
機
関
の
役
職 

 

ま
ず
は
、
対
馬
藩
の
出
先
機
関
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。
天
保
期
（
一
八
三
〇

～
一
八
四
四
）
に
お
け
る
対
馬
藩
の
出
先
機
関
に
は
、
島
外
の
江
戸
・
大
坂
・
京

都
・
田
代
（
肥
前
国
）・
博
多
（
筑
前
国
）・
長
崎
・
浜
崎
（
肥
前
国
）・
勝
本
（
壱

岐
国
）・
朝
鮮
（
倭
館
）
と
島
内
の
「
御
関
所
」（
佐
須
奈
・
鰐
浦
）・
大
船
越
・
綱

浦
に
あ
っ
た
。
島
外
の
出
先
機
関
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
概
要
を
述
べ
る
。 

 

１ 

江
戸
屋
敷 

 

江
戸
屋
敷
は
一
般
的
に
大
名
が
在
府
中
に
居
住
す
る
た
め
の
屋
敷
で
、
大
名
の

妻
子
や
家
臣
も
住
ん
だ
ほ
か
、
江
戸
に
お
け
る
藩
の
役
所
も
置
か
れ
た3

。
対
馬
藩

の
場
合
も
江
戸
屋
敷
内
に
宗
家
の
家
族
が
居
住
す
る
空
間
と
藩
の
役
所
が
併
存
し

た4

。「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
に
は
、
江
戸
屋
敷
の
役
職
が
、
①
江
戸
屋
敷

に
お
け
る
中
心
的
役
割
を
持
つ
役
職
、
②
役
所
毎
の
役
職
、
③
「
御
前
様
・
若
御

前
様
御
附
役
々
」、
④
江
戸
詰
組
中
、
の
四
項
目
に
分
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

①
は
「
御
家
老
」
か
ら
「
御
使
徒
士
」
ま
で
の
一
五
種
類
が
み
え
る
。
こ
れ
ら

の
役
職
と
管
轄
す
る
役
所
の
対
応
関
係
を
示
し
た
の
が
表
一
で
あ
る
。
国
元
の
役

職
・
役
所
対
応
表
と
比
較
す
る
と5

、
江
戸
屋
敷
で
は
中
核
と
な
る
役
職
が
担
当
役

所
を
持
つ
場
合
は
わ
ず
か
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
御
役
名
幷
諸
役
所
名

前
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
天
保
九
～
一
〇
年
の
段
階
で
は
、
別
の
役
職
と
の
「
兼
勤
」

だ
っ
た
り
、「
御
用
」
に
応
じ
て
設
置
さ
れ
た
り
す
る
役
職
も
あ
っ
た
。 

 

②
に
は
江
戸
屋
敷
に
置
か
れ
た
役
所
毎
の
役
職
が
列
挙
さ
れ
る
。
役
所
毎
の
人

員
配
置
を
み
る
と
、「
奉
行
」
と
つ
く
役
職
は
勘
定
奉
行
の
み
で
、
そ
れ
以
外
は
ほ

ぼ
「
手
代
」・「
掛
」
ク
ラ
ス
の
役
職
だ
っ
た
。
①
と
あ
わ
せ
る
と
、
府
中
の
役
所
・

役
職
よ
り
も
江
戸
屋
敷
の
方
が
小
規
模
だ
っ
た
と
い
え
る
。 

 
③
は
「
御
前
様
（
藩
主
・
宗
義よ

し

章あ
や

の
妻
）」・「
若
御
前
様
」
付
の
役
人
で
あ
る
。

藩
主
の
妻
な
ど
宗
家
の
女
性
家
族
に
付
く
役
人
で
あ
る
こ
と
や
「
錠
口
番
」
の
存

在
か
ら
、
女
性
を
中
心
と
し
た
藩
主
家
族
が
日
常
を
過
ご
す
空
間
（
＝
奥
向
の
奥
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方6

）
に
勤
務
し
た
役
職
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

④
で
は
江
戸
詰
め
の
組
中
が
列
挙
さ
れ
る
。「
御
弓
之
者
」
や
「
御
持
筒
之
者
」

を
は
じ
め
と
し
た
計
一
一
種
類
が
示
さ
れ
る
が
、
基
準
は
不
明
で
あ
る
。 

  

２ 

大
坂
蔵
屋
敷 

 

大
坂
蔵
屋
敷
は
大
坂
に
置
か
れ
た
対
馬
藩
の
蔵
屋
敷
で
、
時
代
に
よ
っ
て
移
転

し
た
り
、
複
数
置
か
れ
た
り
し
た
が
、
天
保
八
年
の
時
点
で
は
天
満
十
一
丁
目
に

あ
っ
た7

。
近
世
中
期
ま
で
同
蔵
屋
敷
は
銅8

・
狐
皮
・
狸
皮9

な
ど
、
朝
鮮
へ
の
輸

出
品
調
達
の
拠
点
で
あ
り
、
朝
鮮
鷹
な
ど
の
輸
入
品
の
売
却
拠
点
で
も
あ
っ
た1

0

。

天
保
期
に
お
け
る
状
況
は
不
明
だ
が
、「
御
家
代
」
と
し
て
地
下
町
人
の
船
越
新
七

が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
同
人
を
と
お
し
て
何
ら
か
の
輸
出
入
品
の
や
り
と
り
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

  

３ 

京
都
屋
敷 

 

京
都
屋
敷
は
京
都
に
置
か
れ
た
対
馬
藩
の
屋
敷
で
、
近
世
中
期
ま
で
は
日
朝
貿

易
で
輸
入
さ
れ
た
白
糸
・
絹
織
物
の
集
荷
地
点
と
さ
れ
た
。
日
朝
貿
易
に
お
け
る

白
糸
・
絹
織
物
輸
入
は
、
生
糸
の
国
内
生
産
量
増
大
な
ど
を
理
由
に
減
少
し
、
寛

政
期
ま
で
に
は
途
絶
し
た
と
さ
れ
て
い
る1

1

。
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
対
馬

藩
は
「
御
倹
徳1

2

」
の
た
め
に
大
坂
役
方
を
縮
小
す
る
と
と
も
に
京
都
屋
敷
・
博

多
蔵
屋
敷
・
勝
本
御
茶
屋
の
廃
止
を
幕
府
に
願
い
出
て
一
〇
年
間
の
廃
止
が
決
定

さ
れ
た
が1

3

、
京
都
屋
敷
が
対
象
と
さ
れ
た
の
は
日
朝
貿
易
の
衰
退
に
伴
う
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
対
馬
藩
が
白
糸
や
絹
織
物
な
ど
の
輸
入
品
を
渡
し
て

い
た
深
江
屋
は
「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
に
「
御
家
代
」
と
し
て
記
載
さ
れ

る
こ
と
か
ら
（
一
八
頁
）、
天
保
期
に
お
い
て
も
対
馬
藩
と
深
江
屋
の
関
係
が
続
い

（表一）江戸屋敷における役職・役所対照表

役職 家格 対応する役所（頁数）

家老職 ー ー

与頭 ー 届方（P21）カ*

大目付 ー 届方（P21）カ*

表用人 ー ー

留守居 ー 留守居方（P21）

勘定奉行 ー 勘定奉行所（P21）

筆頭 ー 表書札方（P22）

供頭 馬廻 寄附（P20）

使者番 馬廻 寄附（P20）

表小姓 大小姓・馬廻 寄附（P20）

新物掛 大小姓 ー

茶道掛 ー 茶道方（P21）

供目付 徒士 ー

供徒士 徒士 ー

使徒士 徒士 寄附（P20）

*与頭は大目付から兼勤。届方に与頭手代と大目付書手の存在を確認できる。

28



 

 

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。 

 

ま
た
、
京
都
屋
敷
の
役
職
の
う
ち
、「
彰
順
院
様
御
附
役
々
」
の
存
在
は
注
目
さ

れ
る
。「
彰
順
院
」
と
は
、
一
一
代
・
宗
義よ

し

功か
つ

の
妻
で
、
公
家
の
大
炊
御
門

お
お
い
の
み
か
ど

家い
え

孝た
か

の

娘
で
あ
る
。
義
功
が
死
去
し
た
の
は
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
の
こ
と
で
、
そ

の
後
「
彰
順
院
」
は
江
戸
か
ら
京
都
へ
移
り
、「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
作
成

時
点
で
京
都
屋
敷
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
本
史
料
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

  

４ 

田
代
代
官
所 

 

田
代
領
は
肥
前
国
に
あ
っ
た
対
馬
藩
の
飛
地
で
、
同
国
の
養
父

や

ぶ

郡
と
基
肄

き

い

郡
か

ら
な
る
。
田
代
領
の
支
配
は
田
代
代
官
所
を
中
心
に
行
わ
れ
、
対
馬
か
ら
派
遣
さ

れ
た
役
人
や
田
代
の
領
民
が
代
官
所
の
業
務
に
従
事
し
た1

4
。
一
八
頁
の
田
代

役
・
田
代
佐
役
（「
同
佐
役
」）・
賄
役
の
三
人
が
対
馬
か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
が
就
く

役
職
で
、
同
頁
の
「
手
代
役
」
以
下
に
は
田
代
領
民
（「
地
下
扶
持
人
」）
が
就
い

た
。
後
者
は
享
保
期
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
に
登
用
方
針
が
定
着
し
、
そ
の

後
次
第
に
世
襲
化
・
家
臣
化
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

1
5

。
ま
た
、「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
に
は
大
庄
屋
や
「
小
庄
屋
（
庄
屋
）」

と
い
っ
た
村
役
人
や
「
両
町
役1

6

」
と
い
っ
た
町
役
人
の
存
在
も
確
認
で
き
る
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
享
保
六
年
に
は
大
庄
屋
・
庄
屋
の
選
任
に
入
札
制
が
導

入
さ
れ
た
も
の
の
、
先
任
の
血
縁
者
が
選
ば
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る1

7

。 

  

５ 

博
多
蔵
屋
敷 

 

博
多
蔵
屋
敷
は
筑
前
国
博
多
に
置
か
れ
た
対
馬
藩
の
蔵
屋
敷
の
こ
と
で
あ
る
。

同
蔵
屋
敷
は
田
代―

博
多―

対
馬
間
に
お
け
る
物
資
輸
送
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
と

も
に
、
対
馬―

田
代
間
の
藩
士
往
復
の
拠
点
、
福
岡
藩
と
の
交
渉
窓
口
で
も
あ
っ

た1
8

。
前
述
の
と
お
り
、
博
多
蔵
屋
敷
は
寛
政
期
に
一
度
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、

そ
の
後
再
設
置
さ
れ
て
田
代
代
官
所
の
管
轄
と
な
っ
た1

9

。
再
設
置
後
の
「
博
多

役
」
は
欠
員
と
さ
れ
、「
地
下
之
扶
持
人
」
が
「
御
屋
敷
守
」
と
し
て
博
多
屋
敷
の

管
理
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
一
七
頁
）。 

  

６ 

長
崎
屋
敷 

 

長
崎
屋
敷
は
、
朝
鮮
漂
流
民
の
送
還
と
朝
鮮
へ
輸
出
す
る
唐
物
の
調
達
を
本
来

の
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
、
こ
れ
に
加
え
て
近
世
中
期
以
降
は
、
朝
鮮
産
・
対
馬

産
の
俵
物
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た2

0

。
は
じ
め
は
長
崎
本
紺
屋
町
に
置

か
れ
た
が
、
建
物
が
老
朽
化
し
手
狭
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
理
由
に
、
天
明
七
年

（
一
七
八
七
）
に
は
西
築
町
へ
移
転
し
た
。
こ
の
移
転
を
機
に
町
人
の
芝
山
家
が

「
永
代
家
代
」
を
保
証
さ
れ
た
。「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
に
は
「
地
下
町
人

27



 

 

柴
山
卯
吉
」の
名
前
が
み
え
、天
保
期
に
お
い
て
も
同
家
が
家
代
を
勤
め
て
い
た
。 

  

７ 

浜
崎 

 

文
化
八
年
に
対
馬
で
の
国
書
の
交
換
（
易
地
聘
礼
）
を
成
功
さ
せ
た
対
馬
宗
家

は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
下
野
国
安
蘇

あ

そ

郡
・
同
国
都
賀

つ

が

郡
・
筑
前
国
怡
土

い

と

郡
・

肥
前
国
松
浦
郡
の
う
ち
二
万
石
を
加
増
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
筑
前
国
怡
土
郡
・

肥
前
国
松
浦
郡
の
支
配
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
松
浦
郡
浜
崎
に
「
御
役
場
」
が
置

か
れ
た
。
浜
崎
役
場
は
田
代
代
官
所
の
出
張
所
扱
い
と
な
り2

1

、
田
代―

浜
崎
間

で
は
頻
繁
に
役
人
の
行
き
来
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る2

2

。
ま
た
、「
紙
漉
之

御
主
法
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
対
馬
藩
が
浜
崎
で
の
紙
生
産
に
力
を
入
れ
て
い

る
様
子
を
う
か
が
え
る
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、
田
代
に
主
向
方
役
所
が
置
か

れ
て
か
ら
、
浜
崎
で
は
櫨
・
紙
・
砂
鉄
の
生
産
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が2

3

、
天
保

期
の
時
点
で
そ
の
素
地
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

  

８ 

勝
本
御
茶
屋 

 

対
馬
と
博
多
の
間
に
位
置
す
る
壱
岐
国
は
近
世
を
と
お
し
て
平
戸
藩
領
だ
っ
た
。

壱
岐
は
対
馬
宗
家
に
と
っ
て
参
勤
交
代
な
ど
当
主
の
移
動
に
際
し
て
必
ず
立
ち
寄

る
交
通
上
の
要
所
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
対
馬
藩
の
御
茶
屋
が
置
か
れ
た
。
勝
本

御
茶
屋
後
も
前
述
の
「
御
倹
徳
」
に
よ
っ
て
一
度
廃
止
さ
れ
、
そ
の
後
再
設
置
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
作
成
時
点
で
は
「
御
茶
屋
番
」

と
地
下
町
人
の
「
用
聞
」
が
勤
務
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
一
六
頁
）。 

  

９ 

朝
鮮
（
倭
館
） 

 

倭
館
は
朝
鮮
国
釜
山
に
設
置
さ
れ
た
日
本
人
居
留
地
で
あ
る2

4

。
江
戸
時
代
に

入
っ
て
初
め
て
設
置
さ
れ
た
倭
館
は
釜
山
の
豆
毛
浦
に
あ
っ
た
が
、延
宝
六
年（
一

六
七
八
）
に
釜
山
の
草
梁
に
移
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
倭
館
は
明
治
六
年
（
一
八
七

三
）
に
外
務
省
に
接
収
さ
れ
る
ま
で
の
約
二
〇
〇
年
間
、
同
地
に
存
在
し
続
け
、

日
朝
間
に
お
け
る
外
交
実
務
や
貿
易
の
場
と
し
て
機
能
し
た
。 

館
守
か
ら
横
目
ま
で
の
一
二
種
類
の
役
職
は
徒
士
格
以
上
の
者
が
就
任
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
就
任
で
き
る
家
格
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
一
代
官
や
薬
種
方
は
国
元
で
特
定
の
役
職
（
勘
定
奉
行
・

勘
定
手
代
な
ど
）に
就
い
て
い
た
者
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。ま
た
、

裁
判
は
朝
鮮
と
「
不
時
重
立
候
御
用
向
」
を
交
渉
す
る
た
め
に
臨
時
に
任
命
さ
れ

た
役
職
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
年
限
裁
判
」
は
朝
鮮
側
が
貿
易
代
金
と
し
て
支
払

う
米
（
公
作
米
）
に
関
す
る
交
渉
を
担
当
し
た
裁
判
を
指
す2

5

。 

 
一
五
頁
の
四
代
官
か
ら
代
官
方
走
り
番
の
一
五
種
類
の
役
職
は
徒
士
格
よ
り
も

格
下
の
者
か
ら
任
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
代
官
・
町
代
官
・
通
詞
な
ど
、

府
中
に
置
か
れ
た
町
役
と
同
じ
名
称
の
役
職
を
確
認
で
き2

6

、
こ
れ
ら
は
町
人
身
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分
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二
、
島
内
出
先
機
関
の
役
職 

次
に
、
島
内
の
出
先
機
関
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
る
。 

 

１ 

佐
須
奈
関
所
・
鰐
浦
関
所 

 

一
五
頁
の
「
御
関
所
」
は
島
内
の
出
先
機
関
の
う
ち
佐
須
奈
関
所
と
鰐
浦
関
所

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。佐
須
奈
は
佐
護
郷
、鰐
浦
は
豊
崎
郷
に
所
在
す
る
村
で
、

朝
鮮
半
島
と
対
馬
を
行
き
来
す
る
船
や
人
を
監
視
す
る
た
め
の
関
所
が
置
か
れ
た
。

鰐
浦
は
佐
須
奈
よ
り
も
早
い
段
階
か
ら
関
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
湾
内
が

狭
く
、
時
期
に
よ
っ
て
は
入
港
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
寛
文
期
（
一
六

六
一
～
一
六
七
三
）
に
は
新
し
く
佐
須
奈
に
関
所
が
置
か
れ
た2

7

。
そ
れ
に
よ
り
、

朝
鮮
往
来
船
は
延
宝
五
年
以
降
、
三
～
八
月
は
佐
須
奈
、
九
～
翌
二
月
は
鰐
浦
と

い
う
よ
う
に
半
年
ご
と
に
関
所
を
使
い
分
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
関
所
と
し
て
機

能
し
な
い
期
間
に
は
「
御
関
所
跡
在
番
」
が
置
か
れ
、
一
時
的
に
避
難
し
て
き
た

船
な
ど
の
対
応
を
担
っ
た2

8

。
こ
の
よ
う
に
、
季
節
に
よ
っ
て
関
所
の
機
能
と
人

員
が
移
動
し
た
こ
と
か
ら
、同
史
料
で
は
佐
須
奈
と
鰐
浦
の
役
職
を
ま
と
め
て「
御

関
所
」
と
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

２ 

大
船
越 

 

大
船
越
は
与
良
郷
に
所
在
す
る
村
で
、
同
地
に
は
寛
文
期
の
開
削
工
事
で
開
か

れ
た
玄
界
灘
と
浅
茅
湾
を
結
ぶ
海
路
（
＝
瀬
戸
）
が
あ
る
。
瀬
戸
は
対
馬
西
岸
部

と
対
馬
府
中
、
さ
ら
に
は
朝
鮮
と
日
本
本
土
を
結
ぶ
重
要
な
通
路
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
番
所
が
置
か
れ
て
往
来
船
の
管
理
を
行
っ
た2

9

。
こ
の
番
所
に
詰
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
の
が
「
御
番
所
在
番
」
で
、
府
中
か
ら
大
小
姓
格
の
人
物
が
派

遣
さ
れ
た
。
ま
た
、
在
郷
給
人
か
ら
は
「
大
船
越
在
番
助
役
」
が
任
命
さ
れ
て
在

番
の
補
佐
役
を
担
い3

0

、
そ
の
他
に
下
番
が
番
所
に
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 

  

３ 

綱
浦
番
所 

 

綱
浦
番
所
は
仁
位
郷
小
綱
村
に
置
か
れ
た
番
所
で
あ
る
。
綱
浦
は
天
候
な
ど
に

よ
り
佐
須
奈
・
鰐
浦
へ
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
船
が
廻
送
す
る
（「
欠
乗

か
け
の
り

」）
港
に

指
定
さ
れ
て
お
り
、
同
番
所
は
往
来
船
の
監
視
や
船
改
め
な
ど
関
所
の
役
割
を
担

っ
て
い
た3

1

。「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
作
成
時
点
で
は
唯
一
の
役
職
だ
っ
た

「
御
番
所
在
番
」
が
欠
員
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
代
わ
り
に
仁
位
郷
の
在
郷
給
人

か
ら
「
綱
浦
御
番
所
見
か
じ
め
在
番
代
勤
」
が
置
か
れ
て
い
た3

2

。
ま
た
、
足
軽
・

百
姓
が
就
任
し
た
「
小
綱
村
御
番
所
定
番
」
の
存
在
も
確
認
で
き
る3

3

。 

 

お
わ
り
に 

 

本
稿
で
は
「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
に
み
え
る
島
外
お
よ
び
島
内
に
所
在
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し
た
対
馬
藩
の
出
先
機
関
と
そ
こ
に
置
か
れ
た
役
職
（
旅
役
）
を
概
観
し
た
。
旅

役
の
な
か
に
は
「
御
扶
持
人
」
や
「
地
下
町
人
」
と
呼
ば
れ
る
地
元
住
民
の
存
在

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
田
代
領
の
「
御
扶
持
人
」
は
特
別
な
社
会
階
層
か

ら
雇
用
さ
れ
、
な
か
に
は
世
襲
化
す
る
者
も
い
た3

4

。
ま
た
、
地
下
町
人
も
多
く

は
世
襲
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
出
先
機
関
の
所
在
す
る
地
域
で
は
特
定
の
住
民
と
対

馬
藩
と
の
個
別
的
関
係
が
成
立
・
緊
密
化
し
、
地
域
社
会
に
影
響
を
与
え
た
と
考

え
ら
れ
る
。
地
域
社
会
に
お
け
る
「
御
扶
持
人
」
や
「
地
下
町
人
」
の
位
置
に
つ

い
て
は
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
今
後
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

以
上
、
三
号
に
わ
た
っ
て
「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
の
紹
介
と
天
保
期
対

馬
藩
の
役
所
お
よ
び
役
職
を
概
観
し
て
き
た
。
今
回
の
史
料
紹
介
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
っ
た
藩
政
機
構
の
全
体
像
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
対
馬
藩
の
基
礎
史
料
で
あ

る
「
毎
日
記
」
を
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
学
的
観
点
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
今
後

必
要
と
な
る
。
各
役
所
・
役
職
の
具
体
的
在
り
方
に
つ
い
て
は
、「
御
役
名
幷
諸
役

所
名
前
帳
」
と
諸
史
料
を
照
合
し
た
実
態
解
明
が
今
後
も
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期

待
し
た
い
。
ま
た
、「
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
に
記
載
さ
れ
る
役
職
の
な
か
に

鷹
師
や
絵
師
と
い
っ
た
「
家
業
人
」
の
多
く
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
な
ど3

5

、
藩
政

機
構
に
お
け
る
役
職
と
家
職
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。 

 

1 

拙
稿
「
天
保
期
に
お
け
る
対
馬
藩
府
中
の
役
所
と
役
職―

「
府
内
・
田
舎
・
旅

 

役
之
所
々
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
の
紹
介―

」（『
長
崎
県
対
馬
歴
史
研
究

セ
ン
タ
ー
所
報
』
一
、
二
〇
二
一
年
）。 

2 

拙
稿
「
天
保
期
対
馬
藩
に
お
け
る
八
郷
の
役
職―

「
府
内
・
田
舎
・
旅
役
之
所
々

御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」
の
紹
介―

」（『
長
崎
県
対
馬
歴
史
研
究
セ
ン
タ
ー

所
報
』
二
、
二
〇
二
二
年
）。 

3 

渋
谷
葉
子
「
上
屋
敷
（
機
能
な
ど
）」（
松
尾
美
恵
子
・
藤
實
久
美
子
編
『
大
名

の
江
戸
暮
ら
し
辞
典
』
柊
風
舎
、
二
〇
二
一
年
）。 

4 

宗
家
は
安
政
三
年
頃
に
上
屋
敷
（
柳
原
）・
中
屋
敷
（
本
所
六
間
堀
元
矢
ノ
倉
）・

下
屋
敷
（
箕
輪
）
の
三
つ
の
江
戸
屋
敷
を
所
有
し
て
い
た
（
前
掲
『
大
名
の
江

戸
暮
ら
し
辞
典
』）。 

5 

前
掲
「
天
保
期
に
お
け
る
対
馬
藩
府
中
の
役
所
と
役
職
」。 

6 

福
田
千
鶴
『
近
世
武
家
社
会
の
奥
向
構
造
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。 

7 

田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
一
年
）。 

8 

前
掲
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』。 

9 

泉
澄
一
『
対
馬
藩
の
研
究
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
二
年
）。 

1
0 

拙
稿
「
対
馬
宗
家
に
よ
る
朝
鮮
鷹
の
輸
送
と
献
上
」（『
長
崎
県
対
馬
歴
史
研
究

セ
ン
タ
ー
所
報
』
二
、
二
〇
二
二
年
）。 

1
1 

前
掲
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』。 

1
2 

「
御
倹
徳
」
と
は
家
老
の
古
川
図
書
を
中
心
に
天
明
八
年
か
ら
行
わ
れ
た
倹
約

仕
法
で
、
①
対
馬
の
農
業
振
興
、
②
朝
鮮
貿
易
の
一
手
藩
営
化
、
③
市
中
へ
の

殖
産
等
を
目
的
と
し
た
（
鶴
田
啓
「
寛
政
改
革
期
の
幕
府
・
対
馬
藩
関
係
」
田

中
健
夫
編『
日
本
前
近
代
の
国
家
と
対
外
関
係
』吉
川
弘
文
館
、一
九
八
七
年
）。 
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1
3 

前
掲
「
寛
政
改
革
期
の
幕
府
・
対
馬
藩
関
係
」、
酒
井
雅
代
「
日
朝
関
係
と
対

馬
藩
」（
村
和
明
・
吉
村
雅
美
編
『
伝
統
と
改
革
の
時
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

二
三
年
）。 

1
4 

高
野
信
治
「
扶
持
人
と
村
役
・
町
役
」（
同
『
近
世
領
主
支
配
と
地
域
社
会
』

校
倉
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
初
出
は
二
〇
〇
七
年
）。 

1
5 

前
掲
「
扶
持
人
と
村
役
・
町
役
」。 

1
6 

「
両
町
」
と
は
田
代
領
内
に
存
在
し
た
田
代
町
と
瓜
生
野
町
の
こ
と
を
指
す
。 

1
7 

高
野
信
治
「
社
会
変
容
と
訴
願
・
改
革
・
教
諭
」（
前
掲
『
近
世
領
主
支
配
と

地
域
社
会
』）。 

1
8 

尾
道
博
「
博
多
に
お
け
る
対
馬
藩
蔵
屋
敷
に
つ
い
て
」（
同
『
近
世
日
朝
流
通

史
の
研
究
』
五
絃
舎
、
二
〇
一
三
年
）、
守
友
隆
「
幕
末
期
博
多
の
対
馬
藩
蔵
屋

敷
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
福
岡
地
方
史
研
究
』
五
三
、
二
〇
一
五
年
）。 

1
9 

前
掲
「
幕
末
期
博
多
の
対
馬
藩
蔵
屋
敷
に
つ
い
て
の
一
考
察
」。 

2
0 

以
下
、
岡
本
健
一
郎
「
対
馬
藩
に
お
け
る
長
崎
屋
敷
移
転
と
御
用
商
人
」（『
長

崎
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』
六
、
二
〇
一
二
年
）。 

2
1 

浜
玉
町
史
編
集
委
員
会
編
『
浜
玉
町
史 

上
巻
』（
佐
賀
県
浜
玉
町
教
育
委
員

会
、
一
九
八
九
年
）。 

2
2 

前
掲
『
浜
玉
町
史 

上
巻
』、
鳥
栖
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
佐
藤
恒
右
衛
門
日

記
』（
鳥
栖
市
、
二
〇
〇
三
年
）、
鳥
栖
市
誌
編
纂
委
員
会
編
『
佐
藤
恒
右
衛
門

毎
日
記 

続
』（
鳥
栖
市
、
二
〇
〇
四
年
）。 

2
3 

前
掲
『
浜
玉
町
史 

上
巻
』。 

2
4 

以
下
、
倭
館
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』、

 

田
代
和
生
『
新
・
倭
館
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
に
よ
る
。 

2
5 

長
正
統
「
日
鮮
関
係
に
お
け
る
記
録
の
時
代
」（『
東
洋
学
報
』
五
〇
、
一
九
六

八
年
）。
長
氏
に
よ
る
と
、
裁
判
に
は
使
命
に
よ
っ
て
、
①
信
使
迎
送
裁
判
、
②

訳
官
迎
送
裁
判
、
③
公
作
米
年
限
裁
判
、
④
幹
事
裁
判
、
の
四
種
類
が
あ
っ
た
。 

2
6 

前
掲
「
天
保
期
に
お
け
る
対
馬
藩
府
中
の
役
所
と
役
職
」。 

2
7 

古
川
祐
貴
「（
作
品
解
説
）
佐
須
奈
浦
図
」（
九
州
国
立
博
物
館
・
長
崎
県
立
対

馬
歴
史
民
俗
資
料
館
編
刊
『
日
朝
交
流
の
軌
跡
』
二
〇
一
二
年
）。 

2
8 

岡
本
健
一
郎
「
対
馬
藩
の
往
来
船
管
理
と
各
浦
の
役
割
」（『
九
州
史
学
』
一
三

〇
、
二
〇
〇
二
年
）。 

2
9 

森
山
恒
雄
「
対
馬
藩
」（
長
崎
県
史
編
集
委
員
会
編
『
長
崎
県
史 

藩
政
編
』

吉
川
弘
文
館
、一
九
七
三
年
）、前
掲「
対
馬
藩
の
往
来
船
管
理
と
各
浦
の
役
割
」。 

3
0 

前
掲
「
天
保
期
対
馬
藩
に
お
け
る
八
郷
の
役
職
」。 

3
1 

前
掲
「
対
馬
藩
の
往
来
船
管
理
と
各
浦
の
役
割
」。 

3
2 

前
掲
「
天
保
期
対
馬
藩
に
お
け
る
八
郷
の
役
職
」。 

3
3 

前
掲
「
天
保
期
対
馬
藩
に
お
け
る
八
郷
の
役
職
」。 

3
4 

前
掲
「
扶
持
人
と
村
役
・
町
役
」。 

3
5 

「
家
業
人 

一
番
」（
長
崎
県
対
馬
歴
史
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
対
馬
宗
家
文
庫

史
料
Ⅲ-

18-

D

⑧-

2

）
ほ
か
。
な
お
、
同
史
料
に
は
家
業
人
と
し
て
、
医

師
・
外
科
・
儒
者
・
御
祐
筆
・
日
帳
付
・
能
方
・
鑓
術
・
弓
術
・
砲
術
・
馬
医
・

乗
方
・
鷹
師
・
絵
師
・
細
工
人
・
研
師
・
御
船
附
・
据
物
師
が
記
さ
れ
る
。 

 

（
ま
る
や
ま
・
ひ
ろ
き 

熊
本
県
教
育
庁
文
化
課
学
芸
員
） 
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史
料
翻
刻1 

 

「
府
内
・
田
舎
・
旅
役
之
所
々
御
役
名
幷
諸
役
所
名
前
帳
」 

（
長
崎
県
対
馬
歴
史
研
究
セ
ン
タ
ー
寄
託
内
野
・
津
江
家
関
係
資
料
） 

 

旅
役
之
事 

 
 

江
戸 

 

御
家
老 

 

与
頭 

 
 

但
、
勤
番
之
大
目
付
ゟ
兼
勤
被 

仰
付
、 

 

大
目
付 

 

表
御
用
人
／ 

 

御
留
守
居 

 

御
勘
定
奉
行 

 
 

但
、
添
勘
定
ゟ
も
勤
番
被 

仰
付
、 

 

筆
頭 

 
 

但
、
勤
番
者
無
御
座
、
当
時
就
御
用
被
召
仕
置
、 

 

御
供
頭 

 
 

御
馬
廻
勤
、 

 
 

御
在
国
中
者
勤
番
無
御
座
候
、 

 

御
使
者
番 

 
 

御
馬
廻
勤
、 

 

表
御
小
姓 

 
 

大
小
姓
勤
、
御
馬
廻
ゟ
も
被
召
仕
、 

 

新
渡
物
掛 

 
 

大
小
姓
勤
、 

 

茶
道
掛 

 
 

表
御
小
姓
之
内
ゟ
兼
勤
被 

仰
付
、
／ 

 

御
供
目
付 

 
 

御
徒
士
勤
、 

 
 

御
在
国
中
者
勤
番
無
御
座
候
、 

 

御
供
徒
士 

 
 

右
同
断
、 

 

御
使
徒
士 

 
 

御
徒
士
勤
、 

 
表
書
札
方 

 

案
書
役 

 

御
佑
筆 
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日
帳
付 

御
届
方 

 

与
頭
手
代 

 
 

但
、
御
在
国
中
者
勤
番
無
御
座
候
、
／ 

 

同
書
手 

 

大
目
付
書
手 

御
勘
定
奉
行
所 

 

御
勘
定
手
代 

 
 

 

書
手 

 
 

 

買
物
番 

 
 

 

下
代 

郡
方 

 

手
代 

 
 

御
徒
士
勤 

 
 

 

書
手 

御
留
守
居
方 

 

御
留
守
居
方
勤
、 

 
 

住
宅
御
徒
士
ゟ
被 

仰
付
、
／ 

 
 

 

辻
組
小
頭 

 
 

 

辻
組
足
軽 

御
馬
方 

 

乗
り
方 

 
 

 

下
厩 

茶
道
方 

 

表
茶
道 

 

同
坊
主 

賄
方 

 

賄
掛 

 
 

御
徒
士
勤
、 

 
 

 

書
手 

 
 

 

下
代 

 
 

 

下
モ
男
／ 

 
 

 

使
番 

作
事
方 

 

作
事
掛 

 
 

御
徒
士
勤
、 

 
 

 
大
工
小
頭 

 
 

 

夫
小
頭 
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部
屋
頭 

 
 

 
大
部
屋
夫 

 

御
中
屋
敷
番 

 
 

御
馬
廻
勤
、 

 

御
下
屋
敷
番 

 
 

大
小
姓
勤
、 

 

御
寄
附 

 
 

御
供
頭
・
御
使
者
番
・
表
御
小
姓
・
御
使
徒
士
ゟ 

御
番
相
務
、 

 

表
御
門
／ 

 
 

御
持
筒
・
御
鉄
砲
・
御
簱
之
三
組
ゟ
御
番
相
務
、 

 

御
通
用
御
門 

 
 

御
徒
士
目
付
幷
下
目
付
御
道
具
之
者
ゟ 

御
番
相
勤
、 

 

御
中
屋
敷
表
御
門 

 

同
御
通
用
御
門 

 
 

御
徒
士
目
付
幷
下
目
付
住
宅
足
軽
ゟ
御
番
相
務
、 

 

御
下
屋
敷
御
通
用
御
門 

 
 

住
宅
足
軽
ゟ
御
番
相
務
、 

 

御
前
様 

 

若
御
前
様 

 

御
傅
役 

 
 

御
馬
廻
勤
、
／ 

 

御
附
医 

 
 

御
馬
廻
・
大
小
姓
医
之
内
ゟ
被
召
仕
、 

 

御
目
付 

 
 

大
小
姓
勤
、 

 

御
広
式
勤 

 
 

大
小
姓
勤
、 

 

日
記
役 

 
 

御
徒
士
勤
、 

 
 

 

御
料
理
人 

 
 

 

中
之
口
番 

 
 

 

御
錠
口
番 

 
 

 

板
本 

 
 

 
下
モ
男 

 
 

 

御
門
番 御

附
役
々 
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江
戸
詰
組
中
／ 

 
 

 
御
弓
之
者 

 
 

 

御
持
筒
之
者 

 
 

 

御
鉄
砲
之
者 

 
 

 

御
簱
之
者 

 
 

 

足
軽 

 
 

 

下
目
付 

 
 

 

御
道
具
之
者 

 
 

 

御
草
履
取 

 
 

 

御
厩
之
者 

 
 

 

飼
口
之
者 

 
 

 

御
駕
籠
之
者
／ 

   
 

大
坂 

 

御
留
守
居 

壱
人 

御
勘
定
奉
行
ゟ
兼
勤
被 

仰
付
、
添
勘
定
ゟ 

被
召
仕
候
節
者
在
勤
中
御
馬
廻
格
御
勘
定 

奉
行
被 

仰
付
、 

 

御
勘
定
手
代 

弐
人 

 
 

御
主
法
方
為
勤
番
被
召
仕
、 

 

役
方
手
代 

 
 

住
宅
御
徒
士
ゟ
相
勤
、 

 

川
御
座
船
頭 

 

書
手
兼 

 
 

住
宅
御
扶
持
人
田
中
左
源
治
代
々
相
勤
、 

 
 

 

御
門
番 

 
 

 

使
番 

 
 

御
家
代 

 
 

 

地
下
町
人
船
越
新
七
代
々
被 

仰
付
、
／ 

   
 

京
都 

 

御
留
守
居 

壱
人 

 
 

御
倹
約
ニ
付
被
相
省
、 

 
御
用
場 

 
 

住
宅
御
徒
士
ゟ
相
勤
、 

 
 

 

御
門
番 
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使
番 

 

御
用
達 

 
 

地
下
町
人
春
日
亀
弥
太
郎
代
々
被 

仰
付
、 

 

御
家
代 

 
 

地
下
町
人
深
江
屋
忠
右
衛
門
代
々
被 

仰
付
、 

彰
順
院
様
御
附
役
々 

 

御
傅
役 

壱
人 

 
 

御
馬
廻
勤
、
／ 

 

御
附
医 

壱
人 

 
 

御
馬
廻
・
大
小
姓
医
之
内
ゟ
被
召
仕
、 

 

附
御
目
付 

 
 

大
小
姓
勤
、 

 

日
記
役 

壱
人 

 
 

御
徒
士
勤
、 

 

御
供
徒
士 

壱
人 

 
 

御
徒
士
勤
、 

 
 

 

御
料
理
人 

 
 

 

下
目
付 

 
 

 

御
草
履
取 

 
 

 

板
本 

 
 

 

下
モ
男
／ 

   
 

田
代 

 

田
代
役 

壱
人 

 
 

弐
百
六
十
石
以
上
御
馬
廻
ゟ
被
召
仕
、
又
御
役
柄
ニ 

よ
り
小
身
ゟ
被
召
仕
候
儀
も
御
座
候
、 

 

同
佐
役 

 
 

表
大
小
姓
又
者
持
役
有
之
人
も
被
召
仕
、
御
用
便 

之
品
ニ
依
勤
役
御
馬
廻
ニ
而
被
召
仕
候
節
者 

表
役
と
被 

仰
付
、 

 

賄
役 

壱
人 

 
 

御
勘
定
手
代
ゟ
被
召
仕
、 

 
 

 

手
代
役 

 
 

 
 

地
下
御
扶
持
人
ゟ
申
付
、
以
下
同
断
、 

 
 

 

請
払
留
役 

 
 

 
用
銀
掛 

 
 

 

佑
筆
役
／ 
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破
損
掛 

 
 

 
山
方
役 

 
 

 

玄
関
番 

 
 

 

目
付
役 

 
 

 

買
物
番 

 
 

 

御
門
番 

 
 

 

使
番 

 
 

 

小
人 

 
 

 

穀
物
改
役 

 
 

 

大
廻
船
差
引
役 

 
 

 

大
庄
屋 

 
 

 

小
庄
屋 

 
 

 

両
町
役 

 
 

 

竿
取
役
／ 

 
 

 

船
裁
判
役 

   
 

博
多 

 

博
多
役 

 
 

御
倹
約
ニ
付
被
相
省
、
地
下
之
御
扶
持
人
江
御
屋
敷
守 

申
付
、 

   
 

長
崎 

 

聞
役 

壱
人 

 
 

弐
百
五
十
石
以
下
御
馬
廻
ゟ
被
召
仕
、 

御
勘
定
手
代 

 
 

勤
番
者
無
御
座
、
当
時
就
御
用
被
召
仕
置
、 

御
用
達 

御
家
代 

 
 

地
下
町
人
芝
山
卯
吉
江
被 

仰
付
、
／ 

 
 

 

御
除
物
役 

 
 

 

書
手 

 
 

 

御
門
番 

 
 

 

足
軽 

 
 

 

使
番 

  
兼 
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浜
崎 

 

御
勘
定
手
代 

壱
人 

 
 

勤
番
者
無
御
座
、
於
彼
地
紙
漉
之
主
法
ニ
付 

被
召
仕
、
御
年
貢
収
納
取
立
を
も
被 

仰
付
、 

 
 

 

御
勘
定
所
下
代 

 
 

 

紙
漉
方
使
番 

 
 

 

御
役
場
守
／ 

 
 

大
庄
屋 

 
 

小
庄
屋 

   
 

勝
本 

 

御
茶
屋
番 

 
 

大
小
姓
ゟ
被
召
仕
、 

 

用
聞 

 
 

地
下
町
人
江
被 

仰
付
、 

   
 

朝
鮮 

 

館
守 

壱
人 

 
 

弐
百
六
十
石
以
上
表
番
頭
又
者
持
役
之
人
ゟ
も 

被
召
仕
、 

 

裁
判 

 
 

両
国
御
通
交
ニ
関
り
不
時
重
立
候
御
用
向
、 

御
懸
合
之
為
御
用
人
以
上
之
番
頭
諸
役
ゟ
／ 

被
召
仕
候
事
、
尤
年
限
裁
判
と
申
者
公
作
米 

五
ヶ
年
之
御
約
定
ニ
付
、
六
ヶ
年
毎
ニ
年
継
之
儀 

御
懸
合
被
成
候
事
、 

 

一
代
官 

壱
人 

 
 

御
勘
定
奉
行
・
朝
鮮
方
頭
役
・
添
勘
定
・ 

朝
鮮
方
添
役
ゟ
被
召
仕
、 

 

薬
種
方 

壱
人 

 
 

御
勘
定
手
代
ゟ
被
召
仕
、 

 

二
代
官 

 
 

右
同
断
、 

 
表
御
目
付 

壱
人 

 
 

御
代
官
方
へ
被
相
附
、 

 

浜
方
御
目
付 
壱
人 
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持
役
御
目
付
ゟ
被
召
仕
、 

 

同
御
徒
士
目
付 

壱
人 

 

別
方
御
徒
士
目
付 

 
 

御
代
官
方
江
被
相
附
、
／ 

 

御
横
目
頭 

壱
人 

 
 

弐
百
五
十
石
以
下
御
馬
廻
ゟ
被
召
仕
、 

 

大
小
姓
御
横
目 

壱
人 

 
 

大
小
姓
勤
、 

 

御
横
目 

拾
人 

 
 

御
徒
士
勤
、 

 
 

 

四
代
官 

 
 

 

町
代
官 

 
 

 

細
物
代
官 

 
 

 

一
代
官
方
書
手 

 
 

 

通
詞 

 
 

 

組
横
目 

 
 

 

下
目
付 

 
 

 

下
代
／ 

 
 

 

仲
仕
下
代 

 
 

 

番
手 

 
 

 

御
蔵
番 

 
 

 

修
理
大
工 

 
 

 

面
取
立
役
人 

 
 

 

浜
方
走
り
番 

 
 

 

御
代
官
方
走
り
番 

   
 

御
関
所 

御
横
目
頭 

壱
人 

 

弐
百
五
十
石
以
下
御
馬
廻
ゟ
被
召
仕
、 

大
小
姓
御
横
目 

壱
人 

 

大
小
姓
勤
、 

御
横
目 

拾
人 

 

御
徒
士
勤
、
／ 

御
目
付 

壱
人 

御
徒
士
目
付 

弐
人 

 
 

組
横
目 

 
 

下
目
付 
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御
関
所
跡
在
番 

壱
人 

 
御
徒
士
目
付
ゟ
被
召
仕
、 

   
 

大
船
越 

 

御
番
所
在
番 

壱
人 

 
 

大
小
姓
ゟ
被
召
仕
、 

 
 

 

下
番 

   
 

綱
浦
／ 

 

御
番
所
在
番 

壱
人 

 
 

大
小
姓
勤
ニ
御
座
候
処
、
御
倹
約
ニ
付
当
時 

 
 

被
相
省
、 

     

 

1

凡
例 

 

・
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
。 

・「
者
」（
は
）、「
江
」（
え
）、「
茂
」（
も
）、「
之
」（
の
）、「
ゟ
」（
よ
り
）
は

そ
の
ま
ま
に
し
た
。 

・
丁
の
終
わ
り
に
は
「
／
」
を
入
れ
た
。 

・
見
せ
消
し
は
取
り
消
し
線
を
用
い
て
表
し
た
。 

・
変
体
仮
名
は
す
べ
て
平
仮
名
に
改
め
た
。 

・
文
字
の
大
小
は
意
識
し
て
い
な
い
。 

・
適
宜
、
読
点
や
中
黒
を
補
っ
た
。 

・
改
行
は
原
本
通
り
と
し
た
。 
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